
                               事 務 連 絡 
                                               令和８年３月２日 

 

各 所 属 
        互助会事務担当者 様 
関係教育団体 

 
一般財団法人 
千葉県公立学校教職員互助会事務局長 

 
 

令和８年度版教育日記帳の送付について（依頼） 
 
  このことについて、福祉事業の一環として教育日記帳を送付します。 
 ついては、下記事項に留意し、令和７年度内に互助会員へ配付願います。 

 

記 

 

１ 送付内容 
 （１）令和８年度版教育日記帳の送付について（依頼） 
 （２）教育日記帳 配付対象者名簿 
     ※対象者は令和７年１２月１日現在の互助会員（年度末退職者を含む） 
 （３）令和８年度版教育日記帳 
 
２ 依頼事項 
（１）受領の際は配付対象者名簿の合計人数及び受領冊数を確認いただき、 

過不足がありましたら担当まで連絡願います。 

（２）下記に該当する場合は、互助会へお知らせください。 
ア 令和７年１２月２日以降に互助会に加入された職員がいる場合 
イ 配付対象者名簿が令和７年１２月１日現在の状況と異なる場合 

  
３ 前年度との変更箇所 
（１）福利厚生のしおりを分冊にしました。 
（２）カレンダーの並びを変更し、月ごとに月間と週間をまとめました。 

 
４ その他 
  福利厚生のしおりは互助会ホームページにも掲載しています。 
  【掲載箇所】互助会ホームページ＞現職会員の方へ 及び 発出文書一覧 
 

 
 
 
 
 
 
 

一般財団法人 
千葉県公立学校教職員互助会 
教育日記帳担当 戸﨑 
ＴＥＬ ０４３－２２３－４１１９ 

 

互助会では、教育日記帳に関する Web アンケートを実施しています。 

お時間のある方はぜひご回答ください。 

（回答期限：令和８年４月３０日（木）） 

 

分冊版「福利厚生のしおり」を 
1 冊多くお送りしています。 
所属にてご活用ください。 

https://forms.gle/6r6fNqg6riqDv97w5

